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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にテクスチャを形成する方法であって、前記方法が：
　前記基板上に変形可能層を堆積すること；
　前記変形可能層を、子型のテクスチャ加工された面と接触させること；
　前記コーティングされた基板及び前記子型を、不透過性材料から作られたパウチ内に導
入すること；
　前記パウチ及び前記パウチの内容物を、気密性容器に導入すること；
　最大で０．５バールと等しい圧力に達するまで、前記容器から空気を排気すること；
　前記容器中に空気を再導入する前に、前記パウチを密封すること；
　前記密封されたパウチ及び前記パウチの内容物を、オートクレーブ内に導入すること；
　両端値を含む０．５～８バールの圧力及び両端値を含む２５～４００℃の温度を、１５
分間から数時間、適用すること；
　前記パウチを開くこと；次いで
　前記基板及び前記子型を分離すること；
　を含み、前記基板の面積が１ｍ2であり、前記子型のテクスチャ加工された面が空気透
過性であることを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記変形可能層が、熱架橋可能な材料から作られていることを特徴とする、請求項１に
記載の方法。
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【請求項３】
　前記変形可能層が、熱可塑性ポリマーマトリックスを含むことを特徴とする、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記変形可能層の前駆体が、ナノ粒子並びに／又は有機分子及び／若しくは孔形成分子
を含むことを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記子型のテクスチャ加工された面が、ポリマー又はハイブリッド有機（ポリマー）／
無機材料から作られていること；及び、前記オートクレーブの温度を、前記ポリマー材料
のガラス転移温度より高い温度まで連続して上昇させ、次いで前記ガラス転移温度より低
い温度まで降下させるか、又はその逆の順で操作を行うこと；を特徴とする、請求項１～
４の一項に記載の方法。
【請求項６】
　光を抽出するか、誘導するか、又は光の方向を変えることを目的とする基板を得るため
の、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法の適用。
【請求項７】
　マイクロフルイディクス向けの基板を得るための、請求項１～５のいずれか一項に記載
の方法の適用。
【請求項８】
　超疎水性又は超親水性基板を得るための、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法の
適用。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、型（ｓｔａｍｐ）（又はマスク）から、基板の面上に堆積された層への、マ
イクロ－（５～１００μｍ）、メソ－（１～５μｍ）及び／又はナノ－スケールの（１０
～１０００ｎｍ）パターンの転写（ナノインプリントリソグラフィー又はＮＩＬ）に基づ
く、（少なくとも約１ｍ2の）大面積を有する基板のテクスチャ加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板に型を押圧するために加圧された流体を使用することにより、機械プレスを使用し
て大きな基板をテクスチャ加工する際に通常みられる制約を、克服することができる。こ
れらの制約は、本質的に、型及び基板における補正不能な平面性の欠陥に由来する。型及
び基板が機械プレスの剛性プレートの間に置かれる際、平面性の欠陥により、型から基板
に働く圧力にばらつきが生じ、その結果、転写されるパターンの深さにばらつきが生じる
。型及び基板が接触せず、結果として、パターン転写が行われない領域が存在し得る。こ
の現象の発生は、テクスチャ加工される領域が大きくなるにつれ増加する。流体により働
く圧力が均衡であるかぎり、機械プレスの使用において見られる力の平衡の問題は、生じ
なくなる。このため、現在、ＮＩＬインプリントの分野において、上述の方法が好ましい
技術となっている。圧力は型の全領域に渡って均一に印加され、それにより、層を均一に
変形することができる。
【０００３】
　型及び／又は基板に流体の圧力を伝えるために、種々の方法を使用し得る。例えば、流
体の圧力または接触面に沿って配置された開口部を介して加圧された流体の流れを再転写
（retranscribe）する圧力容器または柔軟性膜が用いられ得る。
【０００４】
　しかしながら、この技術は、当初マイクロエレクトロニクス産業のために開発され、今
もそうであるため、グレージング製品のために構成されてはいない：
　使用される方法は概して、この使用に専用の特定の装置を必要とし；
　大面積の基板でも、グレージング製品の規模（数メートル四方）に対して、依然として
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小さく；及び
　コーティングされた基板と型を接触させることが重要であり、特定の技術を必要とする
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、ガラス産業に適合する方法を開発すること、及び、完全に規則的な深さ
を有し、かつ数十～数百ナノメートルの大きさのパターンから作られたテクスチャの、例
えば、大面積の基板上への作成を可能にすることを、目標とした。
【０００６】
　したがって、この目的は、基板上にテクスチャを形成する方法であって、前記方法が：
　前記基板上に変形可能層を堆積すること；
　前記変形可能層を、子型（ｄａｕｇｈｔｅｒ　ｓｔａｍｐ）のテクスチャ加工された面
と接触させること；
　前記コーティングされた基板及び前記子型を、不透過性材料から作られたパウチ内に導
入すること；
　前記パウチ及び前記パウチの内容物を、気密性容器に導入すること；
　最大で０．５バールと等しい圧力に達するまで、前記容器から空気を排気することであ
って、前記圧力は、最大で５ミリバールと等しい値まで減圧され得る；
　前記容器中に空気を再導入する前に、前記パウチを密封すること；
　前記密封されたパウチ及び前記パウチの内容物を、オートクレーブ内に導入すること；
　両端値を含む０．５～８バールの圧力及び両端値を含む２５～４００℃の温度を、１５
分間から数時間、適用すること；
　前記パウチを開くこと；次いで
　前記基板及び前記子型を分離すること；
　を含むことを特徴とする、方法に関する本発明により、達成された。
【０００７】
　本発明に従って形成されたテクスチャは、両端値を含む１０ｎｍ～１００μｍの寸法（
谷の深さ、山の高さ、山の幅／直径、谷の幅等）を有し、数センチメートルの高さに及ぶ
、１０μｍ×１０μｍ×４ｃｍの「壁」さえ有する。
【０００８】
　この方法を用いて、少なくとも約１平方メートルの領域上に、より詳細には３ｍ×６ｍ
の大きさである、フルフロート幅（ｆｕｌｌ　ｆｌｏａｔ　ｗｉｄｔｈ）（ＦＦＷ）シー
ト（「フルフロート幅」を意味するフランス語の表現「ｐｌｅｉｎｅ　ｌａｒｇｅｕｒ　
ｆｌｏａｔ」に由来する、ＰＬＦシートとしても知られる）と呼ばれるガラスシートほど
大きなサイズの領域上にさえ、テクスチャを形成することが可能である。
【０００９】
　基板上に変形可能層を堆積するために使用する堆積方法は限定されない。湿式堆積法（
ラミナーフローコーティング、スプレーコーティング、ディップコーティング、スピンコ
ーティング）が使用される。ラミナーフローコーティングにおいて、変形可能層の液体前
駆体は、静止状態にて、スロット中に浮遊するメニスカスを形成し、該液体前駆体は、こ
のスロットを基板上横方向に移動させることにより該スロットから抽出される。
【００１０】
　子型（ｄａｕｇｈｔｅｒ　ｓｔａｍｐ）は、型の材料を親型（ｍａｔｓｔｅｒ　ｍｏｌ
ｄ）中で成形することにより得られるため、そう呼ばれる。子型のテクスチャ加工される
材料はポリマーであってもよい。
【００１１】
　パウチの材料は空気不透過性である。
【００１２】
　容器の空気を、最大で圧力が０．５バールと等しくなるまで、又は、５ミリバール、２
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ミリバール又は１ミリバール（順が後になるほどより好ましい）に達するまで排気する。
例えば、チャンバーの空気を１５分間、圧力が約０．５ミリバールに達するまで排気する
。容器内に空気を再導入する前に、パウチを密封する。
【００１３】
　次いで密封したパウチを、両端値を含む０．５～８バールの圧力及び両端値を含む２５
～４００℃の温度の適用を可能にする、オートクレーブ内に置く。１５分間～数時間、オ
ートクレーブ処理を継続してもよい。変形可能層の性質に応じて、これらのパラメータを
調節しなければならない。ここで、目的は、最初に変形可能である層、特にゾルゲル層を
、変形不能にするために架橋する間に、該層に対して子型を押圧することである。このよ
うにして、子型の面に刻み込まれたパターンが、基板上に堆積された層にプリントされ、
固定される。圧力が流体から型へ伝えられる場合、密封工程及び空気を排気する工程が必
要となる。
【００１４】
　オートクレーブからパウチを取り出したら、パウチを開封する前に穴をあけ、子型を基
板の面から取り除く。次いで、層を高密度化し、結晶化して（ＴｉＯ2、ＺｎＯ）その機
械的特性を向上させ、及び／又はその面の親水性／疎水性を調節するために、層を新たな
熱処理に付してもよい。
【００１５】
　本発明の方法は、いかなる特定の装置（パウチ及びオートクレーブ内に配置するための
システム）をも必要としない。本方法は、ガラス産業において一般に使用される装置、特
に、フロントガラスを積層するため、又はさらには、例えばサンゴバングラス社（Ｓａｉ
ｎｔ－Ｇｏｂａｉｎ　Ｇｌａｓｓ）からＰｒｉｖａｌｉｔｅ（登録商標）の登録商標で販
売されている種類の、液晶フィルムを組み込んだ積層ユニットなどの、工業用グレージン
グユニットを製造するために使用される装置と適合する。
【００１６】
　工業製造ラインで利用可能な、開発済みの工具のみを使用する限りにおいて、この方法
は、容易に工業化可能であり、かつ大型のグレージングユニットの加工に適合すると思わ
れる。
【００１７】
　本方法は、テクスチャ加工されたポリマーシート（特にロールツーロールで製造された
）などの、低コストの型の使用に適合する。本方法を実施する間に破壊されない限り、型
は何度も再利用し得る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の方法の好ましい特長によれば：
　前記変形可能層は、熱架橋可能な材料、特にゾルゲル材料から作られ；ガラスシートの
焼き戻しプロセス（基板の形成）に耐え得る、高含有量の無機物を有する層をもたらす優
位性を有し；シリカ、酸化チタン、亜鉛及びアルミニウム単独、又はそれらのうちいくつ
かの混合物を挙げることができ；シリカゾルは、ゾルゲル前駆体、好ましくはメチルエト
キシシランの加水分解により、有利に得られ；前記プロセスの間、前記層が変形可能なま
まであるように、前記ゾルゲル溶液が生成される条件を調節することが重要であり；
　前記変形可能層は、熱可塑性ポリマーマトリックスを含み；ポリメチルメタクリレート
（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリ塩化ビニル（Ｐ
ＶＣ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリエチレン（ＰＥ）及びポリプロピレン（ＰＰ）を、単
独、それらのうちいくつかのブレンド、又はそれらのうちいくつかのコポリマーを挙げる
ことができ；
　前記変形可能層の前駆体は、ナノ粒子、例えば（特に、光触媒性の）ＴｉＯ2ナノ粒子
又は発光ナノ粒子、例えばＣｄＳｅ又はＣｄＳナノ粒子、並びに／又は有機分子及び／若
しくは孔形成分子、例えばラテックス、ＰＭＭＡ、ＰＳ及び界面活性剤を含み、そのうち
ある特定のものを、最終層の生成前に除去することが意図されていてもよく；耐熱性及び
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機械的強度（例えば耐衝撃性）を向上させるため、又はテクスチャ加工された層の光学特
性を調節するため、又は機能を付与するための、熱可塑性ポリマーマトリックスへの無機
成分（ナノ粒子）の組み込みを挙げることができ；
　前記子型の前記テクスチャ加工された面は空気透過性であり；したがって、密封工程に
おいて前記型及び層を接触させる際に、コーティングされた基板と前記型の間に気泡が入
ることを予防するために、特別の予防措置を講じる必要はなく；それはエラストマー（例
えばＰＤＭＳ、ＥＶＡ又はエポキシ）、ガラス質のポリマー又はコポリマーから形成され
ていてもよく；並びに
　前記子型のテクスチャ加工された面は、ポリマー又はハイブリッド有機（ポリマー）／
無機材料から作られ；及び、前記オートクレーブの温度を、前記ポリマー材料のガラス転
移温度より高い温度まで連続して上昇させ、次いで前記ガラス転移温度より低い温度まで
降下させるか、又はその逆の順で操作を行い；この特徴により、前記型の機械的挙動を正
確に制御すること、及び前記型と前記コーティングされた基板との接触を最適化すること
が、可能になる。
【００１９】
　本発明はまた：
　上述されるような方法により得られる、テクスチャ加工された層でコーティングされた
ガラス基板を備える透明アセンブリであって；前記ガラスが、より詳細には、ソーダライ
ムシリカフロートガラスなどのミネラルガラスである、透明アセンブリ；
　光を抽出するか、誘導するか、又は光の方向を変えることを目的とする基板を得るため
の、上述されるような方法の適用であって；例えば、光起電技術、昼光照明（グレージン
グユニットの好適なテクスチャ加工により、部屋の天井に向けて太陽光の方向を変えるこ
と）、ＯＬＥＤ及び偏光子からの光抽出の分野への適用；
　マイクロフルイディクス向けの基板を得るための、上述されるような方法の適用；並び
に
　超疎水性又は超親水性基板を得るための、上述されるような方法の適用であって；超疎
水性基板が、特に、前記テクスチャ加工された層をゾルゲルのオーバーレイヤーで被覆す
ることにより作成され得、例えばフルオロシラン、特に公知のパーフルオロアルキルアル
キル－トリアルコキシシラン前駆体などの疎水性物質から形成されるものなどであり；前
記オーバーレイヤーが、有利なことに非常に薄く、数ナノメートル未満の厚さを有し、そ
れゆえ、時に「単分子性」と呼ばれるものであり、そのため、下にあるテクスチャの構造
を実際に変化させない、適用；
　に関する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明は、以下の実施例により例示される：
【図１】以下の実施例１で使用されたＰＥＴの子型のテクスチャを示す、走査型電子顕微
鏡画像である。
【図２ａ】以下の実施例１で得た、エンボス加工された試料の走査型電子顕微鏡画像であ
り、エンボス加工面に対して、上から見た図（ａ）である。
【図２ｂ】以下の実施例１で得た、エンボス加工された試料の走査型電子顕微鏡画像であ
り、エンボス加工面の横断面（ｂ）である。
【実施例】
【００２１】
　（実施例１）マイクロメートルサイズの半球の周期的配列の、シリカゾルゲル層への転
写
　４５／５５の質量比を有する、メチルトリエトキシシラン（シグマアルドリッチ社（Ｓ
ｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）が販売）／酢酸（Ｐｒｏｌａｂｏ）の混合物から、シリカゾ
ルを調製する。溶液を室温で１２時間撹拌する。
【００２２】
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　干渉リソグラフィー法により得た半球の周期的配列を鋳型として使用して、ＰＤＭＳの
型を作成する。半球の直径は３μｍであり、それらの周期は５．５μｍである。ダウコー
ニング社（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ）が販売するＳｙｌｇａｒｄ（登録商標）１８４　Ｓ
ｉｌｉｃｏｎｅ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ　Ｋｉｔの２つの成分（エラストマー／触媒）の１
０：１混合物を、鋳型に注ぎ入れ、残留気泡を真空下で排気し、次いで８０℃で４時間、
エラストマーを架橋することにより、成形を達成する。
【００２３】
　Ｐｌａｎｉｌｕｘ（登録商標）の登録商標でサンゴバングラス社（Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂ
ａｉｎ　Ｇｌａｓｓ）が販売するガラス製の、厚さ２ｍｍ、１０×１０ｃｍ２の基板の、
予めＣｅｒｏｘ（登録商標）研磨粉で清浄した面上に、ゾルをスピンコーティング（２０
００ｒｐｍ、１分間）により堆積させる。該層を５０℃で５分間、乾燥する。
【００２４】
　堆積後、ＰＤＭＳ型のテクスチャ加工された面を、シリカゾルゲル層と接触させる。該
層とマスク間の接触を損ない得る気泡を除去するために、試料を密封パウチに入れ、０．
５ミリバールの圧力に達するまで排気した、気密性容器内に設置する。２０分後、パウチ
をヒートシールする。
【００２５】
　次いで試料をオートクレーブ内に置き、１１０℃までの温度上昇、及び１．７５バール
までの圧力上昇に、同時にさらす（２０℃で５分間、５分間で６０℃まで昇温、６０℃で
１０分間維持、５分間で１１０℃まで昇温、１１０℃で２０分間維持、及び１５分間で３
５℃まで降温；５分間で０から１．７５バールまで昇圧、１．７５バールで４０分間維持
、１５分間で０バールまで降圧）。オートクレーブから取り出した後、試料を冷却して脱
型する。
【００２６】
　シリカゾルゲル層へのパターンの転写は、ＡＦＭにより特徴づけられる。半球の六角形
配列が再現される。得られるパターンは前記型により得られるものと類似しており、幅３
μｍ、高さ１．５μｍ、及び周期５．５μｍである。
【００２７】
　（実施例２）ミクロンサイズの半球の周期的配列の、ポリメチルメタクリレート層への
転写
　平均分子量Ｍｗ＝１２０,０００の、２０ｇのポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）
粉末（シグマアルドリッチ社（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ））を、１８０ｇのＭＥＫ（
Ｐｒｏｌａｂｏ）と混合することにより、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）中の１０％ＰＭ
ＭＡ溶液を調製する。
【００２８】
　干渉リソグラフィー法により得た半球の周期的配列を鋳型として使用して、ＰＤＭＳの
型を作成する。半球の直径は３μｍであり、それらの周期は５．５μｍである。ダウコー
ニング社（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ）が販売するＳｙｌｇａｒｄ（登録商標）１８４　Ｓ
ｉｌｉｃｏｎｅ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ　Ｋｉｔの２つの成分（エラストマー／触媒）の１
０：１混合物を、鋳型に注ぎ入れ、残留気泡を真空下で排気し、次いで８０℃で４時間、
エラストマーを架橋することにより、成形を達成する。
【００２９】
　Ｐｌａｎｉｌｕｘ（登録商標）の登録商標でサンゴバングラス社（Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂ
ａｉｎ　Ｇｌａｓｓ）が販売するガラス製の、厚さ２ｍｍ、１０×１０ｃｍ２の基板の、
予めＣｅｒｏｘ（登録商標）研磨粉で清浄した面上に、ＰＭＭＡ溶液を、スピンコーティ
ング（２０００ｒｐｍ、１分間）により堆積させる。
【００３０】
　堆積後、ＰＤＭＳ型のテクスチャ加工された面を、ＰＭＭＡ層と接触させる。層とマス
ク間の接触を損ない得る気泡を除去するために、試料を密封パウチに入れ、０．５ミリバ
ールの圧力に達するまで排気した、気密性容器内に設置する。望ましい圧力に達したら、



(7) JP 6141969 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

パウチをヒートシールする。
【００３１】
　次いで試料をオートクレーブ内に置き、圧力及び温度の上昇にさらす（２０℃で５分間
維持、１０分間で１６８℃まで昇温、１６８℃で１５分間維持、及び３０分間で４０℃ま
で降温；５分間で０から１バールまで昇圧、１バールで１０分間維持、５分間で３バール
まで昇圧、３バールで３０分間維持、１０分間で０バールまで降圧）。
【００３２】
　ＰＭＭＡ層へのパターンの転写は、ＡＦＭにより特徴づけられる。半球の六角形配列が
再現される。得られるパターンは、前記型により得られるものと類似しており、幅３μｍ
、高さ１．５μｍ、及び周期５．５μｍである。
【００３３】
　（実施例３）ミクロンサイズの半球の周期的配列の、ハイブリッドポリメチルメタクリ
レート／ＳｉＯ2層への転写
　平均分子量Ｍｗ＝１２０,０００の、２０ｇのポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）
粉末（シグマアルドリッチ社（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ））を、１８０ｇのＭＥＫ（
Ｐｒｏｌａｂｏ）と混合することにより、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）中の１０％ＰＭ
ＭＡ溶液を調製する。ＭＥＫ中のシリカナノ粒子（日産化学工業株式会社（Ｎｉｓｓａｎ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ））の懸濁液を、２０重量％の量のＰＭＭＡ溶液に添加する。混合物
を、１０分間の磁気撹拌により均質化する。
【００３４】
　干渉リソグラフィー法により得た半球の周期的配列を鋳型として使用して、ＰＤＭＳの
型を作成する。半球の直径は３μｍであり、それらの周期は５．５μｍである。ダウコー
ニング社（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ）が販売するＳｙｌｇａｒｄ（登録商標）１８４　Ｓ
ｉｌｉｃｏｎｅ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ　Ｋｉｔの２つの成分（エラストマー／触媒）の１
０：１混合物を、鋳型に注ぎ入れ、残留気泡を真空下で排気し、次いで８０℃で４時間、
エラストマーを架橋することにより、成形を達成する。
【００３５】
　Ｐｌａｎｉｌｕｘ（登録商標）の登録商標でサンゴバングラス社（Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂ
ａｉｎ　Ｇｌａｓｓ）が販売するガラス製の、厚さ２ｍｍ、１０×１０ｃｍ２の基板の、
予めＣｅｒｏｘ（登録商標）研磨粉で清浄した面上に、シリカ粒子及びＰＭＭＡの溶液を
、スピンコーティング（２０００ｒｐｍ、１分間）により堆積させる。
【００３６】
　堆積後、ＰＤＭＳ型のテクスチャ加工された面を、ハイブリッドＰＭＭＡ／ＳｉＯ2層
と接触させる。層とマスク間の接触を損ない得る気泡を除去するために、試料を密封パウ
チに入れ、０．５ミリバールの圧力に達するまで排気した、気密性容器内に設置する。望
ましい圧力に達したら、パウチをヒートシールする。
【００３７】
　次いで試料をオートクレーブ内に置き、圧力及び温度の上昇にさらす（２０℃で５分間
維持、１０分間で１６８℃まで昇温、１６８℃で１５分間維持、３０分間で４０℃まで降
温；５分間で０から１バールまで昇圧、１バールで１０分間維持、５分間で３バールまで
昇圧、３バールで３０分間維持、及び１０分間で０バールまで降圧）。
【００３８】
　ＰＭＭＡ層へのパターンの転写は、ＡＦＭにより特徴づけられる。半球の六角形配列が
再現される。得られるパターンは、前記型により得られるものと類似しており、幅３μｍ
、高さ１．５μｍ、及び周期５．５μｍである。
【００３９】
　（実施例４）ナノスケールのパッドの半周期的配列の、シリカゾルゲル層への転写
　メチルトリエトキシシラン（シグマアルドリッチ社（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）が
販売）及びｐＨ＝２の塩酸溶液の５０／５０重量の混合物から、シリカゾルを調製した。
溶液を、室温で２時間撹拌した。
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【００４０】
　ｅ－ビームリソグラフィー法と「ステップ・アンド・リピート」法との組み合わせによ
り得たパッドの、ほぼ周期的な配列を鋳型として使用して、ＰＤＭＳの型を作製した。パ
ッドは１．２μｍの長さ、２００ｎｍ又は４００ｎｍの幅、及び３５０ｎｍの高さを有す
る。ダウコーニング社（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ）が販売するＳｙｌｇａｒｄ（登録商標
）１８４　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ　Ｋｉｔの２つの成分（エラストマー
／触媒）の１０：１混合物を、鋳型に注ぎ入れ、残留気泡を真空下で排気し、次いで８０
℃で４時間、エラストマーを架橋することにより、成形を達成する。
【００４１】
　Ｐｌａｎｉｌｕｘ（登録商標）の登録商標でサンゴバングラス社（Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂ
ａｉｎ　Ｇｌａｓｓ）が販売するガラス製の、厚さ２ｍｍ、１０×１０ｃｍ２の基板の、
予めＣｅｒｏｘ（登録商標）研磨粉で清浄した面上に、シリカゾルを、スピンコーティン
グ（２０００ｒｐｍ、１分間）により堆積させる。該層を５０℃で５分間、乾燥する。
【００４２】
　堆積後、ＰＤＭＳ型のテクスチャ加工された面を、シリカゾルゲル層と接触させる。層
とマスクとの間の接触を損ない得る気泡を除去するために、試料を密封パウチに入れ、０
．５ミリバールの圧力に達するまで排気した、気密性容器内に設置する。望ましい圧力に
達したら、パウチをヒートシールする。
【００４３】
　次いで試料をオートクレーブ内に置き、圧力及び温度の上昇サイクルに付す（５分間で
２０℃から６０℃まで昇温、６０℃で５分間維持、５分間で１３０℃まで昇温、１３０℃
で２５分間維持、２０分間で４０℃まで降温；５分間で０から２．５バールまで昇圧、２
．５バールで３５分間維持、２０分間で０バールまで降圧）。
【００４４】
　シリカゾルゲル層へのパターンの転写は、ＡＦＭにより特徴づけられる。変動周期を特
徴とする、パッドの配列が再現される。得られるパターンは、前記型により得られるもの
と類似している。幅２００ｎｍ及び４００ｎｍのパッドが再現され、それらの長さは１．
２μｍ、高さは３５０ｎｍである。
【００４５】
　（実施例５）ＰＥＴの型を使用した、線の半周期的配列の、シリカ層への転写
　メチルトリエトキシシラン（シグマアルドリッチ社（Ｓｉｇｍａ－Ａｌｄｒｉｃｈ）が
販売）及びｐＨ＝２の塩酸溶液の５０／５０重量の混合物から、シリカゾルを調製した。
溶液を、室温で２時間撹拌した。
【００４６】
　使用する子型は、ＰＥＴポリマーフィルム上にコーティングを堆積し、次いでロールツ
ーロール法によりテクスチャ加工したものである。ポリマーフィルムは、約１０ｘ１０ｃ
ｍ２のフォーマットを有する（図１）。これらのフィルムのパターンは、ＰＥＴの透明性
を保持しつつ、「昼光照明」の特性（天井に向けて太陽光の方向を変えること）をポリマ
ーフィルムに付与する目的で、規定される。パターンは、幅２００ｎｍ、深さ３５０ｎｍ
（縦横比＝１．７５）及び周期４００ｎｍの、線の配列から作られる。回析効果を低減す
るために、構造の周期性に、ある量のノイズを導入する（図１）。
【００４７】
　ＰＥＴフィルムの面を、アルコールにより、及び粘着性ローラー（テクネック社（Ｔｅ
ｋｎｅｋ）が販売）を使用して完全に清浄し、いかなる微量の粉塵をも除去した。
【００４８】
　Ｐｌａｎｉｌｕｘ（登録商標）の登録商標でサンゴバングラス社（Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂ
ａｉｎ　Ｇｌａｓｓ）が販売するガラス製の、厚さ２ｍｍ、１０×１０ｃｍ２の基板の、
予めＣｅｒｏｘ（登録商標）研磨粉で清浄した面上に、シリカゾルを、スピンコーティン
グ（２０００ｒｐｍ、１分間）により堆積させる。該層を５０℃で５分間、乾燥する。
【００４９】
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　堆積後、ＰＥＴ型のテクスチャ加工された面を、シリカゾルゲル層と接触させる。層と
マスク間の接触を損ない得る気泡を除去するために、試料を密封パウチに入れ、０．５ミ
リバールの圧力に達するまで排気した、気密性容器内に設置する。望ましい圧力に達した
ら、パウチをヒートシールする。
【００５０】
　次いで試料をオートクレーブ内に置き、圧力及び温度の上昇サイクルに付す（５分間で
２０℃から６０℃まで昇温、６０℃で５分間維持、５分間で１１０℃まで昇温、１１０℃
で２５分間維持、２０分間で４０℃まで降温；５分間で０から２バールまで昇圧、２バー
ルで３５分間維持、２０分間で０バールまで降圧）。
【００５１】
　シリカゾルゲル層へのパターンの転写は、走査型電子顕微鏡により特徴づけられる。ほ
ぼ周期的な線の配列が、４００ｎｍの周期で再現される。得られるパターンは、前記型に
より得られるものと類似しており、幅２００ｎｍ及び高さ４００ｎｍである。
　本発明の態様としては、以下を挙げることができる：
《態様１》
　基板上にテクスチャを形成する方法であって、前記方法が：
　前記基板上に変形可能層を堆積すること；
　前記変形可能層を、子型のテクスチャ加工された面と接触させること；
　前記コーティングされた基板及び前記子型を、不透過性材料から作られたパウチ内に導
入すること；
　前記パウチ及び前記パウチの内容物を、気密性容器に導入すること；
　最大で０．５バールと等しい圧力に達するまで、前記容器から空気を排気すること；
　前記容器中に空気を再導入する前に、前記パウチを密封すること；
　前記密封されたパウチ及び前記パウチの内容物を、オートクレーブ内に導入すること；
　両端値を含む０．５～８バールの圧力及び両端値を含む２５～４００℃の温度を、１５
分間から数時間、適用すること；
　前記パウチを開くこと；次いで
　前記基板及び前記子型を分離すること；
　を含むことを特徴とする、方法。
《態様２》
　前記変形可能層が、熱架橋可能な材料から作られていることを特徴とする、態様１に記
載の方法。
《態様３》
　前記変形可能層が、熱可塑性ポリマーマトリックスを含むことを特徴とする、態様１に
記載の方法。
《態様４》
　前記変形可能層の前駆体が、ナノ粒子並びに／又は有機分子及び／若しくは孔形成分子
を含むことを特徴とする、態様１～３のいずれか一つに記載の方法。
《態様５》
　前記子型のテクスチャ加工された面が、空気透過性であることを特徴とする、態様１～
４のいずれか一つに記載の方法。
《態様６》
　前記子型のテクスチャ加工された面が、ポリマー又はハイブリッド有機（ポリマー）／
無機材料から作られていること；及び、前記オートクレーブの温度を、前記ポリマー材料
のガラス転移温度より高い温度まで連続して上昇させ、次いで前記ガラス転移温度より低
い温度まで降下させるか、又はその逆の順で操作を行うこと；を特徴とする、態様１～５
の一つに記載の方法。
《態様７》
　光を抽出するか、誘導するか、又は光の方向を変えることを目的とする基板を得るため
の、態様１～６のいずれか一つに記載の方法の適用。
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《態様８》
　マイクロフルイディクス向けの基板を得るための、態様１～６のいずれか一つに記載の
方法の適用。
《態様９》
　超疎水性又は超親水性基板を得るための、態様１～６のいずれか一つに記載の方法の適
用。

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】
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              特開昭６１－０７２５２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第０２／００７１９９（ＷＯ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００４／００４６２８８（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００９／０１６２６２３（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２９Ｃ　　４３／００－４３／５８　　　　
              Ｂ２９Ｃ　　５９／００－５９／１８
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０－２１／４６　　　　
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